
静岡県経営管理部財務局税務課

静岡県では、行政サービスに対する利便性向上のため、令和５年４月１日より納税証明書

交付請求書及び納税証明書を代理で交付申請される際の委任状への押印が不要となります

が、引き続き、納税者の皆様の個人情報及び税情報保護を図るため、納税証明書の請求の際

には、窓口においでになった方の確認（本人確認）及び書類の記載内容の確認を行いますの

で、御理解と御協力をお願いいたします。

■注意事項

・請求者（納税者又は特別徴収義務者／法人の場合は代表者）以外の方が請求する際には、

委任状が必要です。請求者の家族や法人の従業員の方が請求される際にも委任状は必要で

す。委任状を持参されないと、交付できません。

・納税証明書交付請求書（請求者欄及び代理人欄）及び委任状（委任者欄）には、日中に

連絡が取れる電話番号を記載してください。

・委任事実等、書類の記載内容を確認するために、連絡をすることや、追加の確認書類の

提示をお願いすることがあります。

・法人が請求される場合、代表者名の確認を行いますので、代表者御本人が請求される際

は履歴事項全部証明書等の提示に御協力ください。履歴事項全部証明書等を提示されない

場合は、発行までにお時間をいただくことや、履歴事項全部証明書等を御持参のうえ、再

度申請いただくようお願いすることがございますので御注意ください。

・納税証明書は、請求者（納税者又は特別徴収義務者）及び代理人のみ請求できます。文

書を偽造し行使した者は、私文書偽造罪・同行使罪（刑法第 159 条・第 161 条）の規定に

よって処罰されることがございます。

■納税証明書交付請求時に必要なもの

●･･･必要です。 ○･･･あると手続きがスムーズです。

※御不明な点は、財務事務所までお問い合わせください。

請求者

持ち物
法人の場合 個人の場合 代理人の場合

ゴム印

（住所、会社名、代表者氏名）
○ ○

委任状 又は

代理権授与通知書
●

本人確認書類

（マイナンバーカード、運転免許

証、保険証等官公署発行のもの）

●

代表者本人であること

を確認できるもの

●

本人であることを確認

できるもの

●

代理人本人であること

を確認できるもの

履歴事項全部証明書（コピー可） ○

手数料

（1枚につき 400 円）
● ● ●

注意事項

※納付した日からおおむね 15 日以内に請求する場合は、その県税の領収

証書（原本）をお持ちください。

※手数料は、おつりのないように御用意ください。

納税証明書を請求される皆様納税証明書を請求される皆様へ

納税証明書交付請求時の押印廃止と

本人確認について

代理人が請求する場合



令和５年４月１日～

静岡県の納税証明書交付請求書が新しくなります。

詳しくは静岡県のホームページを御確認ください。

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/zei/nouzei/1011801.html

静岡県 納税証明書 検索

記入例

押印は不要です。

日中に連

絡がとれ

る電話番

号を記載

してくださ

い。

証明の対象

となる年度

等も記入し

て く だ さ

い。

請求者の御

家族や法人

の従業員が

請求される

際も、委任

状が必要で

す。

使用目的が

入札参加関

係、公益法人

関係の場合

は、括弧（）内

の該当する

目的にマル

○をつけて

ください。

該当する項

目にチェッ

クを入れて

ください。

該当する項

目がない場

合は、その

他欄に記入

してくださ

い。


